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「通級による指導」の導入のための要件の検討 

体制面（例） 

・特別支援教育推進のための 

理解・啓発 

・「通級による指導」実施の 

ための校内体制 

・「通級による指導」担当教

員の研修       等 

インクルーシブ教育システム構築の

ための特別支援教育の推進という方向

性のもと，高等学校における「通級に

よる指導」が制度化されることになり

ました。 

「通級による指導」は，学びの連続

性を担保し，生徒が学習上又は生活上

の困難を克服し，主体的な取組を実現

していくことにつながるものと期待さ

れます。 

本研究では，平成 30 年度の制度運用

開始を前に，高等学校における「通級

による指導」の導入に当たり，特別の

教育課程を編成・実施するための要件

を，校内教育支援の体制面と運用面の

整備を通し，明らかにしていくことと

しました。 

高等学校における「通級による指導」の制度化 

インクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進 

自立と社会参加に向けた生徒の主体的な取組 

「通級による指導」の導入要件の整備 

研究主題 

 文部科学省資料や，本研究実践を通して，得られた知見を

もとに，高等学校における「通級による指導」実施のための

手引を作成しました。 

 構成については，研究の基本構想に基づき，「通級による指

導」の実施に向けた体制面の整備，具体的運用の在り方の二

つの視点からまとめました。 

「通級による指導」の導入要件の整理 

「通級による指導」実施のための手引作成・普及 

要件の検討 

本研究の構想図 

検討に基づく整備 

運用面（例） 

・教育課程上の位置付け 

・指導の対象 

・指導内容 

・実施形態 

・対象生徒の判断手続き  
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「通級による指導」実施のための校内体制の構築のために 

Ｑ 「通級による指導」の実施に当たっては，校内体制をどのように構築していけばよいでしょうか。 

 

 

 

 

Ⅰ 高等学校における「通級による指導」の実施に向けた体制整備 

Ｑ 「通級による指導」とは何でしょうか。 

校内における「通級による指導」の理解促進のために 

「通級による指導」とは 

 はじめに，通級による指導とは，どのような指導であるのかを確認していきましょう。 

 通級による指導を定義付けると，概ね次のような捉え方になります。 

 通級による指導とは，通常の学級に在籍し，通常の学級での学習に概ね参加でき，一部特別な

指導を必要とする児童生徒に対して，各教科の指導は通常の学級で行いながら，障がいに応じ

た特別な指導を，個別又は少人数で行う指導の形態 

 この定義からは，大きく次の三つのことが確認できます。 

① 通常の学級に在籍している児童生徒を対象とすること。 

② 概ね通常の学級での学びを行いながら，必要に応じて一部特別の指導を，個別又は少人数

で行うこと 

③ 内容は，障がいによる困難に応じた特別な指導として，行われること。 

 

「通級による指導」校内検討委員会の構成例 

確実に押えておきたい
ポイントについて， 
説明を加えています。 

Ｑ＆Ａ形式で，定義付けや必要な内容に
ついての説明をまとめています。 

 「通級による指導」の実施に当たっては，校内教職員全体の理解と合わせ，

具体的な準備・整備に係る組織が必要となります。 

 校内の分掌，人材をうまく関連付けながら，推進の核となる校内検討委員 

会を組織し，機能させていくことが大切です。 

ポイント 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 高等学校における「通級による指導」の運用 

 
 

 

 

 

特別の教育課程の編成の具体的検討のために 

Ｑ 「通級による指導」を行う場合の特別の教育課程をどのように編成していけばよいのか，その考え

方を教えてください。 

構成内容の一部です 

 
 

 

 

 

高等学校（全日制・普通科）における通常の教育課程 

実施のための対象判断プロセスの構築のために 

対象判断，合意形成に
向けたプロセスの例，
スクリーニングのた
めのチェックシート
様式例などについて，
示しています。 

特別の指導を「加える」場合 

Ｑ 「通級による指導」の指導対象の判断は，どのように行っていけばよいでしょうか。 

特別の指導を一部に「替える」場合 

特別の教育課程
の編成例につい
て，イメージ化
が図られるよう
表で示していま
す。 



 

 

 

 高等学校における教育の特徴をふまえた特別の教育課程の編成について，学校ニーズをふまえた検

討を行いました。 

 「自己理解を深め，他者との関わりを円滑に進める力」や，「社会規範を理解して，適切な行動へ

とつなげる力」は，全ての生徒に育てたい力であるとの考えから，学校設定教科「ソーシャルスキル」

を新設しました。 

通常の教育課程として全ての生徒が履修す 

る学校設定科目「ソーシャルスキル基礎」に 

加えて，生徒個々の必要に応じて実施される 

自立活動に相当する指導としての「ソーシャ 

ルスキルＡ・Ｂ」を設定しました。 

 また，指導計画の具体的なイメージを教員 

間で共有できるように，指導内容や，使用教 

材等の検討も合わせて行いました。 

運用面から 特別の教育課程の編成 

  

 「通級による指導」の導入に当たっては，校内体制で，特別支援教育にかかわる理解を図っていく 

必要があるとの考えから，生徒理解や保護者連携，通級による指導の位置付けなどをテーマとした校

内研修会を，複数回実施しました。 

 研修会をふまえた教員意識調査からは，通 

級による指導についての理解についての高ま 

りを確認することができました。 

 また今後，通級による指導の実施に向けて， 

「指導担当教員を支える教員間の体制」や， 

「生徒の困難さを把握していくための生徒理 

解力の向上」などがさらに必要であると考え 

ている状況が把握されました。 

体制面から 校内研修会による校内理解の促進 
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 体制面の要件整備の取組として，指導担当教員の専門性向上の視点から，総合教育センター研修講

座を活用した研修を実施しました。 

 高等学校における実施をふまえ，障がい理解やソーシャルスキル 

トレーニングにかかわる内容に加えて，職業支援などの内容につい 

て研修を行いました。受講教員意識調査からは，研修の有用性が確 

認されるとともに，通級による指導の指導内容や展開例などの具体 

的内容についての研修機会を必要としている状況が確認されました。 

体制面から 指導担当教員研修の実施 

研究内容の詳細や，高等学校における「通級による指導」実施のための手引は，当センターＷeb ページ

に掲載しています。 


